
指宿市長 豊留　悦男

　あなたを下記入札案件に係る指名競争入札の入札者として指名しましたので，下記条項を承知の上，入札に参加される
よう通知します。なお，この通知後，指名停止があったときは，入札には参加できません。
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落 札 者 の 契 約 書 等 の 提 出

　落札者は，落札決定通知を受けた日から５日以内（建設工事に係る落札者については７日以内）
に，契約書並びに消費税及び地方消費税に係る課税事業者又は免税事業者である旨の届出書を提出し
なければならない。ただし，当該届出書については，提出を要しないと認められるときはこの限りで
ない。なお，期間が経過した場合は，落札者が，契約の締結をしない旨を申し出たものとみなす。

代 理 入 札 　　代理人による入札をしようとするときは，入札前に代理委任状を提出すること。

注 意 事 項

(1)建設工事の場合，主任技術者，監理技術者は，入札の執行日以前３か月以内に雇用された者では
　 ないこと。
(2)提出した入札書の書換え，引換え又は撤回をすることができない。(地方自治法施行令第167条の8第3
項)
(3)本案件の契約が困難なため入札に参加できないときは，入札前日までに財政課財産契約係まで辞
　退を申し出ること。
(4)辞退等により入札者が２者に満たない場合は，入札は行わない。
(5)入札結果の公表は，指宿市ホームページへの掲載及び総務部財政課での閲覧とする。

11 契 約 保 証 金

 　　　　　　契約金額の100分の10以上　　　　　　　　　　　　　・　　　免除
（ただし建設工事で契約金額が500万円以下の場合は免除）

　　契約保証金の手段は次の各号のいずれかとなる。
　　　（１）契約保証金（金銭）　　　　　　　　　　（２）利付国債
　　　（３）銀行等の保証　　　　　　　　　　　　　（４）前払保証事業会社の保証
　　　（５）公共工事履行保証証券による保証　　　　（６）履行保証保険契約の締結

前 金 払
（ただし，指宿市会計規則（平成18年指宿市規則第39号）第44条の規定
に基づくものとする。）

入 札 書 記 載 金 額

　　落札決定に当たっては，入札書に記載された金額をもって落札価格とするので，入札者は，消費税
及び地方消費税に係る課税事業所であるか免税
　事業者であるかを問わず，見積もった契約金額の１０８分の１００に相当する金額を小数第２位ま
　で入札書に記載すること。

無 効 入 札

　　次の各号のいずれかに該当する入札は，無効とする。
　（１）入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札
　（２）記名押印がない入札書による入札
　（３）入札書記載の金額，氏名その他入札要件が確認し難い入札書による入札
　（４）入札金額が加除訂正されている入札書による入札
　（５）記載した文字を容易に消字することのできる筆記用具を用いて記入した入札書による入札
　（６）入札保証金が未納又は不足する者のした入札。ただし，指宿市契約規則（平成18年規則第
　　　44号）第７条の規定により入札保証金の全部又は一部の納付を免除された者を除く。
　（７）同一事項について２通以上の入札をした者の入札
　（８）他の入札者の代理を兼ね，又は２人以上の入札者の代理をしてした入札
　（９）談合その他の不正な行為があったと認められる入札
　（10）その他入札条件に違反したと認められる者のした入札

落 札 者 の 決 定
　　予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。ただし，最低
　制限価格を設けた場合は，最低制限価格未満で申込みをした者は，失格とする。

7 最 低 制 限 価 格 　　　有　　・　　無
（最低制限価格は，指宿市建設工事に係る最低制限価格の設定に関する
　要領（平成25年10月１日改正）により設定する。）

4 現 場 説 明 の 日 時 及 び 場 所 有 無

入 札 の 日 時 及 び 場 所 　平成３０年　２月　５日　　午前９時００分 指宿市役所２階　中会議室

入 札 保 証 金 　見積もる契約金額の100分の5以上　・　免除

概 要 　下水道汚泥の収集・運搬　年間約170トン

3
契約書の条項を閲
覧 し た い 場 合

　建設部　都市整備課

　本通知の日から入札の前日までの平日午前９時から午後５時まで

指 　名　 通　 知　 書

1 入札に付する事項

第　　－　　号 　指宿市東方９２００番地　指宿市浄水苑

　平成30年度　産業廃棄物収集・運搬業務委託

　平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日まで

平成30年　1月15日

指 建 都 第 224 号


